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家内労働者等の所得計算の特例

に基づくものなので以前から事業所得 として

います。この収入は年間120万 円、必要経費

が30万円なのですが、以前、私のような少額

の事業所得者の所得計算で何か特例があると

聞いたことがありますが、詳 しくご説明 くだ

さい。

ご質問の特例とは「家内労働者等

の事業所得等の所得計算の特例」の

ことだと思います。

この特例は、家内労働者等が有する事業所

得の金額及び雑所得の金額の計算上必要経費

に算入する金額について、原則として65万円

まで認めるというものです。

ここで、「家内労働者等」とは、次のいずれ

にも該当する者とされています。

1 家内労働法第 2条第 2項の家内労働者に
該当する個人、外交員、集金人、電力量計

の検針人その他特定の者に対 して継続的に

人的役務の提供 を行うことを業務とする者

で、事業所得又は雑所得を有する者

2 事業所得の金額及び雑所得の金額の計算
上必要経費に算入すべき金額の合計額が65

万円 (給与所得を有 しているときは65万円

から給与所得控除額を控除 した残額)に満
たない者

したがって、あなたの場合、特定の甲社に

対 して継続的に人的役務の提供を行うことを

業務としているとともに、実額で計算 した必

要経費30万円が65万 円未満ですから、この特

例の適用を受けることができます。

なお、自宅等で英会話スクール等を営む事

業所得者については、不特定多数の者を相手

にスクールを主宰 しているので、特定の者に

対 して継続的に人的役務の提供をしていると

は言えず、必要経費の金額にかかわらず、こ

の特例の適用を受けることはできません。
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税/3月分源泉所得税の納付 4月 10日

税/2月決算法人の確定申告 (法人税・消費税等)

5月 1日

税/8月決算法人の中間申告      5月 刊日
税/5月 、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

(年3回の場合 ) 5月 1日

地方税/給与支払報告に係る給浄所得者異動届の提出

4月 16日

地方税/固定資産税信[市計画税)の第1期分の納付

4月中において市町村の条例で定める日

地方税/土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月 1日～4月 20日

または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税/軽自動車税の納付

4月 中において市町村の条例で定める日

労 務/労働者死傷病報告 (1月 ～3月分) 5月 1日

法人成り後に不動産所得が生す
る場合の青色申告の承認の効力

区王]業酢橿と言写票i皇看F基ニサ点巨
業について、いわゆる「法人成り」をし、従

来の店舗 (私の個人所有)を その法人に貸し

付けています。この場合、法人成り後の不動

産所得については、新たに青色申告の承認申

請をする必要があ
',ま
すか ?

青色申告者が、青色申告の対象と

なる業務の全部を譲渡又は廃上 した

場合は、その青色申告の承認の効力は、その

譲渡又は廃止 した日の属する年の翌年分以後

の各年分の所得税について失うこととされて

います。

ご質問の場合は、法人成 りした年の12月

3司 日までは青色申告の承認の効力は存続 し

ていますから、その年内に開始 した青色申告

の対象となる不動産貸付業に係る不動産所得

についてもその効力が及ぶこととなります。

したがって、再申請手続は必要ありません。
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軸
瑯

り
、
乙
の
長
女
丙
が
甲
の
代
表
相
続
人

と
な
り
ま
し
た
が
、
相
続
放
棄
を
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
甲
か
ら
の
遺
贈
財

産
が
あ
る
た
め
相
続
税
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
、
相
続

税
法

一
八
条
の
規
定
に
よ
る
相
続
税
額

の
三
割
加
算
の
適
用
を
受
け
る
の
で
し

ょ
う
か
？

相
続
人
の

一Ａ
田
　
は
「
脳
繊
判
的
瑚
嘘
暇
謝
拓
脚

得
し
た
者
が
、
そ
の
被
相
続
人
の

一
親

等
の
血
族
及
び
配
偶
者
以
外
で
あ
る
場

合
で
す
。
こ
の
場
合
の

一
親
等
の
血
族

に
は
代
襲
相
続
人
を
含
み
ま
す
。

し
か
し
、
相
続
放
棄
し
た
代
表
相
続

人
は
相
続
人
で
は
な
く
な
り
、　
一
親
等

の
血
族
で
も
な
い
わ
け
で
す
か
ら
同
規

定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

加た
算代
襲

● 4月 の税務と労務 0

・ EDポィント 固定資産税の納期     ・

固定資産税の納期は、4月、7月、12月 、2月 中

において、その市区町村の条例で定められます

が、特別の事情がある場合は、これと異なる納

期を定めることができると、地方税法で規定さ

れています。このため、固定資産税の第1期分の

納期が、5月や6月 になる市区町村も出てきます。



特 殊 支配
同族 会 社

役
員
給
与

平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
創

設
さ
れ
た
特
殊
支
配
同
族
会
社

の
役
員

給
与

の
損
金
不
算
入
制
度

の
適

用
が
、

い
よ
い
よ
本
格
的
に
始
ま
り
ま
す
。

と

い
う

の
は
、
平
成
十
八
年
四
月

一

日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適

用
な

の
で
、
通
常

の
場
合
、
平
成
十
九

年
三
月
三
十

一
日
決
算

で
、
五
月
三
十

一
日
が
確
定
申
告
期
限
と
な
る
会
社
か

ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
か
ら
で
す
。

新
し

い
制
度

で
、
し
か
も
法
律

の
解

釈
が
難
し

い
た
め
、
国
税
庁

の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等

で
追
加
情
報
も
公
開
さ
れ
て

き
て
い
ま
す

の
で
、
詳
細
に
な

っ
た
部

分
を
以
下
で
説
明
し
ま
す
。

特
殊
支
配
同
族
会
社
の
判
定

こ
の
制
度
は
、
ま
ず
特
殊
支
配
同
族

会
社
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
ま

で
の
理
解
が
重
要
な

の
で
、
要
件
を

一

代
表
し
、
会
社

の
業
務
に
関
す
る

一

切

の
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
た

め
、
当
然
に
常
務
に
従
事
す
る
役
貝

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
副
社
長
、
専

務
又
は
常
務
な
ど

の
職
制
上

の
地
位

を
有
す
る
役
貝
に

つ
い
て
は
、
そ

の

会
社

の
枢
要
か

つ
責
任

の
あ
る
地
位

に
あ
り
、
会
社

の
経
営
に
関
す
る
業

務
を
実
質
的
に
、
日
常
継
続
的
に
遂

行
し
て
い
る
役
員
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
常
務
に
従
事
す
る
役
貝
と

な
る
よ
う
で
す
。

使
用
人
兼
務
役
貝

に

つ
い
て
は
、

そ

の
役
貝
と
し
て
の
職
務
が
、
単
に

取
締
役
会

の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
業
務

執
行

に
関
す
る
意
思
決
定
に
参
画
す

る
だ
け
で
な
く
、
会
社

の
経
営
に
関

す
る
業
務
を
実
質
的
に
、
日
常
継
続

的
に
遂
行
し
て
い
る
場
合
に
は
、
常

務
に
従
事
す
る
役
員
と
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
そ

の
者
に
対
す
る

役
員
給
与

の
う
ち
役
員
と
し
て
の
職

務
に
対
す
る
給
与
が
そ

の
会
社

の
使

用
人
と
し
て
の
職
務

に
対
す
る
給
与

を
超
え
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
常
務

に
従
事
す
る
役
員
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
る
よ
う
で
す
。

な
お
、
会
計
参
与
や
監
査
役
に

つ

い
て
は
、
そ
も
そ
も
会
社

の
経
営
に

関
す
る
業
務
を
行
う
役
貝

で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
通
常
は
常
務
に
従
事

す
る
役
貝
と
は
考
え
ら
れ
な

い
よ
う

で
す
。

Ｑ４
　
特
殊
支
配
同
族
会
社
か
ら
外
れ
る

た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し

よ
う
か
。

Ａ
　
特
殊
支
配
同
族
会
社
か
ど
う
か
は
、

そ

の
洪
人

の
事
業
年
度
終
了
時
点

の

現
況
に
よ
り
判
定
さ
れ
ま
す
。

形
式
的
に
考
え
れ
ば
、
次

の
よ
う

な
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
形
だ
け

の

姑
応
で
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。

①
　
同
族
関
係
者
以
外
に
株
式
を
譲

渡
し
、
業
務
主
宰
役
員
と
そ
の
同

族
関
係
者

の
持
株
比
率
を
九
〇
％

未
満
に
す
る
。

た
だ
し
、
同
族
関
係
者
以
外

に
株

式
を
譲
渡
し
た
と
し
て
も
、
同
族
関

係
者
と
同

一
内
容

の
議
決
権
を
行
使

す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
場
合
は
、

そ

の
同
族
関
係
者
が
議
決
権
を
保
有

し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

②
　
同
族
関
係
者
以
外

の
人
を
役
貝

に
登
用
し
、
同
族
関
係
者

の
役
貝

が
半
数
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
。

な
お
、
形
式
的
な
役
貝
増
は
、
対

象
と
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ５
　
持
株
割
合
等
要
件
に
影
響
す
る
同

一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ

と
に
同
意
し
て
い
る
者
と
は
ど
の
よ

う
な
者
を
い
う
の
で
す
か
。

Ａ

　

「
同

一
の
内
容

の
議
決
権
を
行
使

す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
」
か

ど
う
か
は
、
契
約
、
合
意
等
に
よ
り
、

個
人
又
は
法
人
と

の
間
で
特
定

の
個

人
又
は
法
人

の
意
思
と
同

一
の
内
容

の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意

し
て
い
る
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
に

よ
り
判
定

さ
れ
ま
す

が
、
例
え
ば
、

次

の
よ
う
な
場
合
は
、
同

一
の
内
容

の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意

し
て
い
る
事
実
が
あ
る
も

の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

①
　
株
式

の
所
有
が
組
合
形
態

で
行

わ
れ
て
い
る
場
合

で
、
特
定

の
組

合
員

の
意
思
に
よ
り
議
決
権
が
行

使
さ
れ
る
旨

の
組
合
契
約
等
に
お

け
る
合
意
が
あ
る
と
き

②
　
株
式

の
所
有
が
信
託
形
態

で
行

わ
れ

て

い
る
場
合

で
、
委
託
者
、

受
託
者
又
は
他

の
受
益
者

の
意
思

又
は
指
図
に
よ
り
議
決
権
を
行
使

す
る
旨

の
合
意
又
は
信
託
行
為
に

お
け
る
定
め
が
あ
る
と
き

③
　
株
式
を
相
互
に
持
ち
合

っ
て
い

る
坊
合

で
、
議
決
権

の
行
使
に

つ

い
て
お
互

い
の
意
に
沿
う
よ
う
行

使
す
る
旨
の
合
意
が
あ
る
と
き

④
　
当
該
個
人
又
は
法
人
に
射
し
て

継
続
的
に
自
紙
委
任
状
を
提
出
し

て
い
る
と
き

な
お
、
単
に
過
去

の
株
主
総
会
等

に
お

い
て
同

一
内
容

の
議
決
権
行
使

を
行

っ
て
き
た
事
実
が
あ
る
こ
と
や
、

当
該

個

人

又

は
法

人
と

出
資

、
人

事

・
雇
用
関
係
、
資
金
、
技
術
、
取

引
等

に
お

い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る

こ
と

の
み
を
も

っ
て
は
、
当
該
個
人

又
は
法
人

の
意
志
と
同

一
の
内
容

の

議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し

て
い
る
者
と
は
さ
れ
ま
せ
ん
。

損金不算入制度

つ
一
つ
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑｌ
　
特
殊
支
配
同
族
会
社
は
ど
う
判
定

す
る
の
で
す
か
。

Ａ
　
特
殊
支
配
同
族
会
社
と
は
、
次
の

二
つ
の
条
件
に
該
当
す
る
会
社
を

い

い
ま
す
。

①
　
持
株
割
合
等
要
件

同
族
会
社
の
業
務
を
主
学
す
る

役
員

（個
人
に
限
る
）
及
び
そ
の

同
族
関
係
者
等

（業
務
主
字
役
貝

関
連
者
）
が
発
行

済
株
式
総
数

（自
己
株
式
を
除
く
）
又
は
議
決
権

総
数
の
九
〇
％
以
上
の
数
の
株
式

を
有
し
て
い
る
こ
と

②
　
役
貝
割
合
要
件

業
務
主
宰
役
員
及
び
常
務
に
従

事
す
る
業
務
主
宰
役
員
関
連
者

の

総
数
が
、
市
務
に
従
事
す
る
役
貝

の
総
数
の
過
半
数
を
占
め
る
こ
と

Ｑ２
　
業
務
主
宰
役
員
と
は
、
ど
の
よ
う

な
役
員
を
い
う
の
で
す
か
。

Ａ
　
業
務
主
宰
役
貝
と
は
、
法
人

の
業

務
を
主
宰
し
て
い
る
役
員

一
人
を
指

す
概
念

で
あ
り
、
個
人
に
限
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
税
務
上

の
役
員

の

う
ち
、
会
社

の
経
営
に
最
も
中
心
的

に
関
わ

っ
て
い
る
役
貝
を

い
う

こ
と

と
な
り
ま
す
。
通
常
は
、
代
表
取
締

役
や
社
長
と

い
わ
れ
る
役
員
が
こ
れ

に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
多

い
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
必
ず
し
も

一肩
書
き

の
み
に
よ
り
判
定
す
る
の
で

は
な
く
、
実
質
的
な
関
わ
り
に
よ
り

判
定
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
す
。

な
お
、
判
定

に
当
た

っ
て
は
、
例

え
ば
、
事
業
計
画

の
策
定
、
多
額

の

融
資
契
約

の
実
行
、
人
事
権

の
行
使

等
に
際
し
て
の
意
思
決
定

の
状
況
や

役
貝
給
与

の
多
寡
な
ど
も
そ

の
判
定

の
要
素
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

Ｑ３
　
役
員
割
合
要
件

の
中
の

「
常
務
に

従
事
す
る
役
員
」
と
は
ど
の
よ
う
な

役
員
を
い
う
の
で
す
か
。

Ａ
　
本
制
度

の
適
用
対
象
と
な
る
特
殊

支
配
同
族
会
社
は
、
業
務
主
宰
役
貝

及
び
常
務
に
従
事
す
る
業
務
主
宰
役

員
関
連
者

の
総
数
が
、
常
務
に
従
事

す
る
役
貝

の
総
数

の
半
数
を
超
え
る

同
族
会
社
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ

の

「
常
務

に
従
事
す

る
役
員
」

と
は
、
会
社

の
経
営
に
関
す
る
業
務

を
役
員
と
し
て
実
質
的
に
、
日
常
継

続
的
に
遂
行
し
て
い
る
役
員
を

い
い

ま
す
が
、
常
務

に
従
事
す
る
役
貝
に

該
当
す
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
、
そ

の
業
務

の
内
容
や
従
事

の
実
態
な
ど

を

踏

ま
え

、

そ

の
実
質

に
応

じ

て

個
々
に
判
断
さ
れ
る
よ
う
で
す
。

例
え
ば
、
代
表
取
締
役
は
会
社
を

●

4月 号 ――-2

●

3--4月 号


